
船舶インシデント調査報告書 

令和４年７月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年１１月６日 １３時００分ごろ 

発生場所 福井県福井市福井港西方沖 

 福井南防波堤灯台から真方位２７０°８６０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°１２.３′ 東経１３６°０６.２′） 

インシデントの概要  プレジャーボートアイリス Ⅴ
ファイブ

は、漂泊中、船外機を始動すること

ができなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和３年１２月２０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート アイリスⅤ、５トン未満（長さ６.６０ｍ） 

 ２４４－１９９８３福井、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、２サイクル、出力６６.２０kＷ、回転数毎

分５,５００、３気筒、ボア８６mm、使用燃料ガソリン、平成１３

年６月進水、平成１３年４月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 インシデントの経過等  本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、釣りの目的で、

福井市所在のマリーナを出航し、釣り場を幾度か変えて福井港西方沖

の釣り場に至って漂泊を始めた。 

 船長は、釣りを終えて帰港することとし、スタータスイッチを回し

たところ、セルモータが異音を発して作動するものの、エンジンが始

動できなかったので、幾度か繰り返したのち、運航不能と判断した。 

 船長は、１１８番通報を行い、本船は、来援した巡視艇により、マ

リーナにえい
．．

航された。 

 本船は、機関修理業者により点検が行われた結果、経年劣化により

セルモータのブラシ等が損耗し、セルモータが回るもののエンジンを

始動できるトルクを得られない状態であることが判明し、セルモータ

を完備品と交換して復旧した。 

 船長は、知人と共に、平成２３年ごろ本船を中古で購入し、月あた

り１～２回出航しており、令和３年４月ごろから、機関が掛かりにく

い状況があったので、機関修理業者に依頼するなどして点検整備を行

っておくべきであったと本インシデント後に思った。 

 本船の船外機は、製造後約２０年経過しているものの、船長が本船



と共に中古で購入した後、船外機の点検整備が行われていなかった。 

分析 本船は、中古で購入されて以来、セルモータの点検整備が行われて

いない中、船長が、船外機を停止して漂泊中、機関を始動する際、セ

ルモータのブラシ等が損耗していたことから、セルモータが回転する

ものの十分な始動トルクが得られず、船外機が始動できなくなり、運

航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、中古で購入されて以来、セルモータの

点検整備が行われていない中、船長が、船外機を停止して漂泊中、機

関を始動する際、セルモータのブラシ等が損耗していたため、セルモ

ータが回転するものの十分な始動トルクが得られず、船外機が始動で

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、主機の始動に当たり、異状を感じた場合、早

めに機関整備業者に依頼し、点検整備を行っておくこと。 

 


